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 次に掲げる条例をここに公布する。 

 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例 

 佐賀県県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県食品衛生条例の一部を改正する条例 

 佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部を改正する条例 

 佐賀県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営基金条例の一部を改正する条例 

  令和２年 12 月 17 日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    


